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　TAINSだより春号をお届けします。

　今年は、落ち着いた天気でスムーズに確定申告期

を終えられたものと思います。

　TAINS６がリリースされ半年近くたち、順調に

稼働しておりますが、今後もっと利用しやすいよう

に改良していきたいと思いますので、より一層のご

愛顧くださるようよろしくお願いします
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１．はじめに　　　　
　今回は TAINS が誇る目玉コンテンツの一つであ
る行政文書の検索の仕方をご紹介します。
　TAINS に収録されている行政文書は、「全国国税
局長会議資料」や「資産税審理研修資料」、「課税処
分に当たっての留意点」など情報公開法による開示
情報として取得した課税庁の内部資料が中心となっ
ており、平成 31年 4月 4日現在 1,605 件（主な行政
文書は次頁の表1参照）の情報が収録されています。
これらの中には、
・平成 30 年 5 月に開催された全国国税局長会議で
配付された課税部の調査パフォーマンス向上に
向けた取り組みに関する資料（TAINS キーワー
ド「Ｈ３００５３１国税局長会議」）

・調査担当者が調査事案の争点や課税要件の整理・
検討を行うために作成する「争点整理表」作成
のポイント（TAINS キーワード「Ｈ２５０４００課税
処分留意点」）

・東京国税局管内の税務訴訟の判決を国税局視点で
まとめた判決速報（TAINSキーワード「判決速報」）
など税務調査への対応を考える上で非常に興味深い
情報も数多く掲載されています。
　ＴＡＩＮＳ6 では、情報区分に「行政文書」を追
加し、さらに行政文書専用のキーワード検索窓を追
加したことにより、目的の行政文書を効率的に探し
出せるようになりました。

２．行政文書専用のキーワード検索窓を使っ
     た行政文書の検索方法　　　　
　行政文書として収録されている情報に登録された
TAINS キーワードに対し直接検索をかけます。検
索結果として表示される情報はすべて行政文書であ
り、他の情報区分のものが含まれていないため、目的
の行政文書をより効率的に探し出すことができます。

TAINS 役員が語る活用法
日税連税法データベース　専務理事　髙橋　誠

　 行政文書専用のキーワード検索窓を使った検索
の手順は以下の通りです。なお、画面イメージ及び
機能は執筆当時のものを前提としています。
① ログイン後の検索トップ画面で、検索の虫メガ
ネボタンの下にある、「TAINS コードなど、細かい
条件を指定して検索」の文字をクリックします。

② 表示された「判決・裁決の検索条件」エリアの下部「行
政文書を探す」のキーワード入力窓にキーワードを入力（②
-1）し、検索ボタンをクリック（②-2）（「調査に生かす」
というキーワードを例に検索してみます。）
 

③ 「調査に生かす」をキーワードに行政文書を検索す
ると、税区分その他（具体的な税目に属さないもの）
の中で108 件（執筆時点）の情報がヒットしました。
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　なお、並び順の種類は表示開始
日の他に「いいね数」なども用意さ
れています。目的に応じて使い分け
ることができます。

３．今後の課題　　　　
　現在の TAINS では検索キーワードとして入力し
た語句に一致しないものは検索結果として表示さ
れません。今後の課題として、AI 技術の活用等に
よりキーワードが直接ヒットしなくても、求める
検索結果が得られるような検索システムの実装が
挙げられます。少しお待たせするかもしれませんが、
皆様の期待に応えられるよう常に進化する TAINS
でありたいと考えています。

４． 最後に　　　　
　TAINSに収録されている行政文書の中には、ユー
ザーの皆様から寄せられた情報を基に開示請求を
行い取得したものも多く含まれています。税理士
実務に役立つ文書をご存じの方は情報提供にご協
力をお願いいたします。

 

④ 検索結果件数が多い場合に、検索キーワードを追
加して絞り込む方法もありますが、画面上部の「並び順」
を使って検索結果の並べ替えを行い必要な情報に近付
く方法もあります。
　検索結果を表示開始日の新しいものから順に並び替
える手順は以下の通りです。
④-1「並び順」右の窓（操作しない状態で「指定なし」
と表示された部分）をクリック
④-2 表示されるプルダウンリストから「表示開始日（降
順）」をクリック

 

⑤ 一番上に平成 30 年 4 月の情報が表示されました。
表示開始日（降順）で並び替えると新しい情報から順
に確認して行くことができます。

（表1）主な行政文書 
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地等の譲渡（当該裁定後に行われるものに限
る）で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の
用に供されるものが加えられ、令和元年６月
１日以後の譲渡から適用される（措法 31 の
2・附則 34）。
　イ　当該裁定申請書に記載された特定所有者不
　明土地又はその土地の上に存する権利
　ロ　当該裁定申請書に添付された事業計画書に
　係る計画に記載がされた特定所有者不明土地
　以外の土地又はその土地の上に存する権利
(2)　収用等 
　　令和元年６月１日以後に、所有者不明土地の
利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する
土地収用法の特例の規定に基づいて資産が収用
され、補償金を取得する場合には、収用等に伴
い代替資産を取得した場合の課税の特例等が適
用される（措法 34・附則 34）。
(3)　固定資産税の軽減
　　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法に規定する一定の事業区域内の資
産について、固定資産税等の課税標準が５年
間３分の２に軽減される令和３年３月 31 日ま
で）。

　消費税率の引上げに伴う対応、デフレ脱却と経
済再生の実現等の観点から、住宅借入金等を有す
る場合の所得税額の特別控除制度の拡充、個人の
事業用資産についての相続税及び贈与税の納税猶
予制度の創設、試験研究を行った場合の税額控除
制度の見直し、納税環境の整備、租税特別措置の
見直し等所要の措置が講じられた。
　本稿では、主として税理士の中心的な関与先で
ある中小会社に関連した項目について、改正内容
の確認を行う。

[1]　個人所得課税
１　住宅ローン控除の特例の創設
　　令和元年 10 月の消費税率引上げに際し、需
要変動の平準化に万全を期すため、個人が住宅
の取得等（その対価の額又は費用の額に含まれ
る消費税等の税率が 10％である場合の住宅の
取得等に限る）をして令和元年 10 月１日から
令和２年 12 月 31 日までの間にその者の居住の
用に供した場合において、住宅借入金等を有す
る場合の所得税額の特別控除の特例が創設され
る（措法 41⑬他）。

　　本特例は、適用年の 11 年目から 13 年目まで
の各年の住宅借入金等特別税額控除額を、次に
掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める金
額として、住宅借入金等を有する場合の所得税
額の特別控除の適用ができる。

　　なお、適用年の１年目から 10 年目までの各
年の住宅借入金等特別税額控除については、現

 平成31年度税制改正のあらまし

特別寄稿

東京税理士会 中島　孝一

行と同様の金額が控除できる。

２　所有者不明土地の利用の円滑化等に関連する措置
　　所有者不明土地が全国的に増加し、公共事
業の推進等の場面において、所有者を特定す
るため多大なコストを要するなど、円滑な事
業実施の障害になっていたことから、そのよ
うな状況を解消するための税制上の措置とし
て、次の優遇措置が設けられる。
(1)　優良住宅地の造成等
　　優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡
した場合の長期譲渡所得（2,000 万円以下の部
分）の特例の適用対象に、所有者不明土地の
利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に
より行われた裁定に係る裁定申請書に記載さ
れた事業を行う事業者に対する次に掲げる土

控除期間

　３年間延長

（10年間⇒13年間）

適用年の11年目から13年目までの
各年の控除限度額

次のいずれか少ない金額が控除限度額になる（一般住宅の場
合）。

① 住宅借入金等の年末残高（上限4,000万円）× １％
② 建物購入価格（上限4,000万円）の２/３（２％ ÷ ３年）
※　認定住宅の場合には、上記の上限が5,000万円になる。

財務省資料
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地等の譲渡（当該裁定後に行われるものに限
る）で、当該譲渡に係る土地等が当該事業の
用に供されるものが加えられ、令和元年６月
１日以後の譲渡から適用される（措法 31 の
2・附則 34）。

　イ　当該裁定申請書に記載された特定所有者不
　明土地又はその土地の上に存する権利

　ロ　当該裁定申請書に添付された事業計画書に
　係る計画に記載がされた特定所有者不明土地
　以外の土地又はその土地の上に存する権利

(2)　収用等 
　　令和元年６月１日以後に、所有者不明土地の
利用の円滑化等に関する特別措置法に規定する
土地収用法の特例の規定に基づいて資産が収用
され、補償金を取得する場合には、収用等に伴
い代替資産を取得した場合の課税の特例等が適
用される（措法 34・附則 34）。

(3)　固定資産税の軽減
　　所有者不明土地の利用の円滑化等に関する
特別措置法に規定する一定の事業区域内の資
産について、固定資産税等の課税標準が５年
間３分の２に軽減される令和３年３月 31 日ま
で）。

３　空き家の3,000万円控除の拡充及び延長
　　居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除
の特例について、適用対象となる被相続人居
住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の
範囲に、被相続人の居住の用に供することが

２　所有者不明土地の利用の円滑化等に関連する措置
　　所有者不明土地が全国的に増加し、公共事
業の推進等の場面において、所有者を特定す
るため多大なコストを要するなど、円滑な事
業実施の障害になっていたことから、そのよ
うな状況を解消するための税制上の措置とし
て、次の優遇措置が設けられる。
(1)　優良住宅地の造成等
　　優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡
した場合の長期譲渡所得（2,000 万円以下の部
分）の特例の適用対象に、所有者不明土地の
利用の円滑化等に関する特別措置法の規定に
より行われた裁定に係る裁定申請書に記載さ
れた事業を行う事業者に対する次に掲げる土

できない一定の事由（以下「特定事由」という）
により相続の開始の直前において当該被相続
人の居住の用に供されていなかった場合（一
定の要件を満たす場合に限る）における当該
特定事由により居住の用に供されなくなる直
前に当該被相続人の居住の用に供されていた
家屋及び当該家屋の敷地の用に供されていた
土地等が追加されるとともに、その適用期限
が令和５年 12 月 31 日まで４年延長された（措
法 35④）。
　　上記の一定の要件は、次のとおりである。

国土交通省資料

財務省資料

　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に行う被相続人居住用家屋又は被相続人居
住用家屋の敷地等の譲渡について適用される
（附則 34）。

①　被相続人が介護保険法に規定する要介護
認定等を受け、かつ、相続の開始の直前ま
で老人ホーム等に入所をしていたこと。
②　被相続人が老人ホーム等に入所をした時か
ら相続の開始の直前まで、その家屋について、
その者による一定の使用がなされ、かつ、事
業の用、貸付けの用又はその者以外の者の
居住の用に供されていたことがないこと。

４　ＮＩＳＡ制度の見直し
     非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所
得及び譲渡所得等の非課税措置について、次の
措置が講じられた（措法 37 の 14）。
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(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

(1)　ＮＩＳＡ口座保有者の出国に伴う対応
　　現行制度では、ＮＩＳＡ口座保有者が海外転
勤等により一時的に出国する場合には、既に
ＮＩＳＡ口座で保有している商品は課税口座
に払い出されることになり、また、帰国後に
おいても、一旦課税口座に払い出された商品
はＮＩＳＡ口座に戻すことはできない。
　　しかし、改正後は、海外転勤等により一時
的に出国する場合においても、５年以内に帰
国する場合に限り、引き続きＮＩＳＡ口座で
の保有が可能になった。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に出国する個人について適用される（附則
37）。
(2)　非課税口座開設の年齢要件の引下げ
　　個人が非課税口座を開設することができる
年齢要件が、その年１月１日において 18 歳
以上（現行：20 歳以上）に引き下げられる。
　　なお、上記の改正は、令和５年１月１日以
後に設けられる非課税口座について適用され
る（附則 37）。
(3)　ジュニアＮＩＳＡの見直し
　　未成年者口座内の少額上場株式等に係る配
当所得及び譲渡所得等の非課税措置（ジュニ
アＮＩＳＡ）について、未成年者口座の開設
並びに非課税管理勘定及び継続管理勘定の設
定をすることができる年齢要件が、その年１
月１日において 18 歳未満（現行：20 歳未満）
に引き下げられる（措法 9の 9・37 の 14 の 2）。
　　なお、上記の改正は、令和５年１月１日以
後に設けられる未成年者口座等について適用
される（附則 38）。

５　仮想通貨に関する所得税の取得価額の計算
方法の明確化　
　　個人が保有する仮想通貨につき、事業所得
の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費
に算入する金額を算定する場合におけるその

算定の基礎となるその年 12 月 31 日において
有する仮想通貨の価額は、その者が仮想通貨
について選定した評価の方法により評価した
金額（評価の方法を選定しなかった場合等に
は、一定の方法により評価した金額）とする
ほか、仮想通貨が棚卸資産の範囲から除外さ
れた（所法 2・48 の 2）。

６　ふるさと納税に係る返礼品の見直し　
　　個人住民税における都道府県又は市区町村
（以下「都道府県等」という）に対する寄附金
に係る寄附金税額控除について、次の見直し
が行われる（地法 37 の 2・314 の 7）。

①　総務大臣は、次の基準に適合する都道
府県等をふるさと納税（特例控除）の対
象として指定する。
　イ　寄附金の募集を適正に実施する都道
　府県等
　ロ　イの都道府県等で返礼品を送付する
　場合には、以下のいずれも満たす都道
　府県等
　　(ｲ)　返礼品の返礼割合を３割以下とす
　　ること
　　(ﾛ)　返礼品を地場産品とすること
②　①の基準は総務大臣が定める。
③　指定は、都道府県等の申出により行う。
④　総務大臣は、指定をした都道府県等が
基準に適合しなくなったと認める場合等
には、指定を取り消すことができる。
⑤　総務大臣は指定をし、又は指定を取り
消したときは、直ちにその旨を告示しな
ければならない。
⑥　基準の制定や改廃、指定や指定の取消
しについては、地方財政審議会の意見を
聴かなければならない。

　　なお、上記の改正は、令和元年６月１日
以後に支出された寄附金について適用され
る。

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法 70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価
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７　子どもの貧困に対応するための個人住民税
　の非課税措置　
　　子どもの貧困に対応するため、次の措置が
講じられる。

(1)　個人住民税の非課税措置の範囲の拡充
　　児童扶養手当の支給を受けている児童の父
又は母のうち、現に婚姻をしていない者又は
配偶者の生死の明らかでない者（これらの者
の前年の合計所得金額が 135 万円を超える場
合は除かれる）が、個人住民税の非課税措置
の対象に加えられた（地法 24 の 5・295）。

　（注 1） 上記の「児童」は、父又は母と生計を
一にする子で前年の総所得金額等の合計
額が 48 万円以下であるものとする。

　（注 2） 上記の「婚姻」及び「配偶者」には、
婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻
関係と同様の事情にある場合を含むもの
とする。

(2)　個人住民税の申告書等への記載
　　個人住民税の申告書・給与所得者の扶養親
族申告書及び給与支払報告書等について、上
記 (1) の者に該当する旨の記載をし、申告する
こととする等の所要の措置が講じられる（地
法 45 の 2・317 の 2）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、令和３年度分以後の
個人住民税について適用される。

[2]　資産課税
１　個人事業者の事業用資産に係る納税猶予制
度の創設等　

(1)　個人事業者の事業用資産に係る相続税の納
税猶予制度の創設

①　制度のあらまし　
　　認定相続人（個人事業者の後継者）が、平
成 31 年１月１日から令和 10 年 12 月 31 日ま
での間に、相続等により特定事業用資産を取

色申告の承認を受けていなければならな
い。

ロ　認定相続人は、相続税の申告期限から３
年毎に継続届出書を税務署長に提出しな
ければならない。

ハ　認定相続人が、相続税の申告期限から５
年経過後に特定事業用資産を現物出資し、
会社を設立した場合には、当該認定相続
人が当該会社の株式等を保有しているこ
とその他一定の要件を満たすときは、納
税猶予が継続される。

ニ　被相続人に債務がある場合には、特定事
業用資産の価額から当該債務の額（明ら
かに事業用でない債務の額を除く）を控
除した額を猶予税額の計算の基礎とする、
非上場株式等についての相続税の納税猶
予制度における資産管理会社要件を踏ま
えた要件を設定する等の租税回避行為を
防止する措置が講じられる。

ホ　この納税猶予の適用を受ける場合には、
特定事業用宅地等について小規模宅地等
についての相続税の課税価格の計算の特
例の適用を受けることができない。

ヘ　その他非上場株式等についての相続税の
納税猶予制度の特例に準ずる措置のほか
所要の措置が講じられる。

(2)　個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納
税猶予制度の創設
①　制度のあらまし
　　認定受贈者（個人事業者の後継者）（18 歳（令
和４年３月 31 日までの贈与については、20 歳）
以上である者に限る）が、平成 31 年１月１日
から令和 10 年 12 月 31 日までの間に、贈与に
より特定事業用資産を取得し、事業を継続し
ていく場合には、担保の提供を条件に、その
認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈
与により取得した特定事業用資産の課税価格
に対応する贈与税の納税が猶予される（措法
70 の 6 の 8）。

②　相続時精算課税の適用
　　認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定
相続人以外の者であっても、その贈与者がそ
の年１月１日において 60 歳以上である場合に
は、相続時精算課税の適用を受けることがで
きる。
③　猶予税額の納付・免除等　
　　猶予税額の納付・免除等については、相続
税の納税猶予制度と同様である。
④　贈与者の死亡に伴う相続税の納税猶予制度
への移行
　　贈与者の死亡時には、特定事業用資産（既
に納付した猶予税額に対応する部分を除く）
をその贈与者から相続等により取得したもの
とみなし、贈与時の時価により他の相続財産
と合算して相続税を計算する。その際、都道
府県の確認を受けた場合には、相続税の納税
猶予の適用を受けることができる。
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、平成 31 年１月１
日以後に相続等又は贈与により取得する財産
に係る相続税又は贈与税について適用される
（附則 79）。
(4)　制度の留意点
①　後継者である相続人の相続税の猶予税額＜
ケース１＞
　　日本税理士会連合会の会報である「税理士
界」の第 1373 号（平成 31 年２月 15 日）12 頁で、
相続税の納税猶予税額の計算方法が紹介され
ていることから、次に掲げる（基本的には、
法人版の納税猶予制度と同様である）。
　　具体的には、相続人Ａが後継者・相続人Ｂ
が後継者以外の者の場合において、後継者で
ある相続人Ａが被相続人から事業用資産２億
円と事業用債務 3,000 万円を引き継ぐと（課税
価格１億 7,000 万円）、猶予税額は 3,138 万円に
なることから、納付税額は 958 万円になると
いう事例である。

(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

②　猶予税額の計算
　　猶予税額の計算方法は、非上場株式等について
の相続税の納税猶予制度の特例と同様である（下
記 (4) の計算例参照）。
③　猶予税額の免除
イ　全額免除
　次の場合には、猶予税額の全額が免除される。
(ｲ)　認定相続人が、その死亡の時まで特定事業用
資産を保有し、事業を継続した場合

(ﾛ)　認定相続人が一定の身体障害等に該当した
場合

(ﾊ)　認定相続人について破産手続開始の決定が
あった場合

(ﾆ)　相続税の申告期限から５年経過後に、次の
後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後
継者がその特定事業用資産について贈与税
の納税猶予制度（下記 (2) 参照）の適用を
受ける場合

ロ　一部免除
　　　次の場合には、非上場株式等についての

相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶
予税額の一部が免除される。

(ｲ)　同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一
括して譲渡する場合

(ﾛ)　民事再生計画の認可決定等があった場合
(ﾊ)　経営環境の変化を示す一定の要件を満たす

場合において、特定事業用資産の一括譲渡
又は特定事業用資産に係る事業の廃止をす
るとき

④　猶予税額の納付
　　次の場合には、猶予税額を納付しなければな
らない。
イ　認定相続人が、特定事業用資産に係る事業

を廃止した場合等には、猶予税額の全額を
納付する。

ロ　認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等を
した場合には、その譲渡等をした部分に対
応する猶予税額を納付する。

⑤　利子税の納付
　　上記④により、猶予税額の全部又は一部を納
付する場合には、その納付税額について相続
税の法定申告期限からの利子税（年 3.6％）（利
子税の特例（貸出約定平均利率の年平均が
0.6％の場合）を適用した場合には、年 0.7％）
を併せて納付する。
⑥　その他
イ　被相続人は相続開始前において、認定相

続人は相続開始後において、それぞれ青

得し、事業を継続していく場合には、担保の提
供を条件に、その認定相続人が納付すべき相続
税額のうち、相続等により取得した特定事業用
資産の課税価格に対応する相続税の納税が猶予
される（措法 70 の 6 の 10）。
　　なお、上記の用語の意義は、次のとおりである。

用　　語 用 語 の 意 義
承継計画に記載された後継者で
あって、中小企業における経営の
承継の円滑化に関する法律の規定
による認定を受けた者をいう。

被相続人の事業（不動産貸付事業
等を除く）の用に供されていた土
地（面積400㎡までの部分に限る）、
建物（床面積 800 ㎡までの部分に
限る）及び建物以外の減価償却資
産（固定資産税又は営業用として
自動車税若しくは軽自動車税の課
税対象となっているものその他こ
れらに準ずるものに限る）で青色
申告書に添付される貸借対照表に
計上されているものをいう。

認定経営革新等支援機関の指導及
び助言を受けて作成された特定事
業用資産の承継前後の経営見通し
等が記載された計画であって、平
成 31 年４月１日から令和６年３
月 31 日までの間に都道府県に提
出されたものをいう。

認定相続人

特定事業用資産

承継計画

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法 70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価
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色申告の承認を受けていなければならな
い。

ロ　認定相続人は、相続税の申告期限から３
年毎に継続届出書を税務署長に提出しな
ければならない。

ハ　認定相続人が、相続税の申告期限から５
年経過後に特定事業用資産を現物出資し、
会社を設立した場合には、当該認定相続
人が当該会社の株式等を保有しているこ
とその他一定の要件を満たすときは、納
税猶予が継続される。

ニ　被相続人に債務がある場合には、特定事
業用資産の価額から当該債務の額（明ら
かに事業用でない債務の額を除く）を控
除した額を猶予税額の計算の基礎とする、
非上場株式等についての相続税の納税猶
予制度における資産管理会社要件を踏ま
えた要件を設定する等の租税回避行為を
防止する措置が講じられる。

ホ　この納税猶予の適用を受ける場合には、
特定事業用宅地等について小規模宅地等
についての相続税の課税価格の計算の特
例の適用を受けることができない。

ヘ　その他非上場株式等についての相続税の
納税猶予制度の特例に準ずる措置のほか
所要の措置が講じられる。

(2)　個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納
税猶予制度の創設
①　制度のあらまし
　　認定受贈者（個人事業者の後継者）（18 歳（令
和４年３月 31 日までの贈与については、20 歳）
以上である者に限る）が、平成 31 年１月１日
から令和 10 年 12 月 31 日までの間に、贈与に
より特定事業用資産を取得し、事業を継続し
ていく場合には、担保の提供を条件に、その
認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈
与により取得した特定事業用資産の課税価格
に対応する贈与税の納税が猶予される（措法
70 の 6 の 8）。

②　相続時精算課税の適用
　　認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定
相続人以外の者であっても、その贈与者がそ
の年１月１日において 60 歳以上である場合に
は、相続時精算課税の適用を受けることがで
きる。
③　猶予税額の納付・免除等　
　　猶予税額の納付・免除等については、相続
税の納税猶予制度と同様である。
④　贈与者の死亡に伴う相続税の納税猶予制度
への移行
　　贈与者の死亡時には、特定事業用資産（既
に納付した猶予税額に対応する部分を除く）
をその贈与者から相続等により取得したもの
とみなし、贈与時の時価により他の相続財産
と合算して相続税を計算する。その際、都道
府県の確認を受けた場合には、相続税の納税
猶予の適用を受けることができる。
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、平成 31 年１月１
日以後に相続等又は贈与により取得する財産
に係る相続税又は贈与税について適用される
（附則 79）。
(4)　制度の留意点
①　後継者である相続人の相続税の猶予税額＜
ケース１＞
　　日本税理士会連合会の会報である「税理士
界」の第 1373 号（平成 31 年２月 15 日）12 頁で、
相続税の納税猶予税額の計算方法が紹介され
ていることから、次に掲げる（基本的には、
法人版の納税猶予制度と同様である）。
　　具体的には、相続人Ａが後継者・相続人Ｂ
が後継者以外の者の場合において、後継者で
ある相続人Ａが被相続人から事業用資産２億
円と事業用債務 3,000 万円を引き継ぐと（課税
価格１億 7,000 万円）、猶予税額は 3,138 万円に
なることから、納付税額は 958 万円になると
いう事例である。

(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

②　猶予税額の計算
　　猶予税額の計算方法は、非上場株式等について
の相続税の納税猶予制度の特例と同様である（下
記 (4) の計算例参照）。
③　猶予税額の免除
イ　全額免除
　次の場合には、猶予税額の全額が免除される。
(ｲ)　認定相続人が、その死亡の時まで特定事業用
資産を保有し、事業を継続した場合

(ﾛ)　認定相続人が一定の身体障害等に該当した
場合

(ﾊ)　認定相続人について破産手続開始の決定が
あった場合

(ﾆ)　相続税の申告期限から５年経過後に、次の
後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後
継者がその特定事業用資産について贈与税
の納税猶予制度（下記 (2) 参照）の適用を
受ける場合

ロ　一部免除
　　　次の場合には、非上場株式等についての

相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶
予税額の一部が免除される。

(ｲ)　同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一
括して譲渡する場合

(ﾛ)　民事再生計画の認可決定等があった場合
(ﾊ)　経営環境の変化を示す一定の要件を満たす

場合において、特定事業用資産の一括譲渡
又は特定事業用資産に係る事業の廃止をす
るとき

④　猶予税額の納付
　　次の場合には、猶予税額を納付しなければな
らない。
イ　認定相続人が、特定事業用資産に係る事業

を廃止した場合等には、猶予税額の全額を
納付する。

ロ　認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等を
した場合には、その譲渡等をした部分に対
応する猶予税額を納付する。

⑤　利子税の納付
　　上記④により、猶予税額の全部又は一部を納
付する場合には、その納付税額について相続
税の法定申告期限からの利子税（年 3.6％）（利
子税の特例（貸出約定平均利率の年平均が
0.6％の場合）を適用した場合には、年 0.7％）
を併せて納付する。
⑥　その他
イ　被相続人は相続開始前において、認定相

続人は相続開始後において、それぞれ青

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法 70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価
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色申告の承認を受けていなければならな
い。

ロ　認定相続人は、相続税の申告期限から３
年毎に継続届出書を税務署長に提出しな
ければならない。

ハ　認定相続人が、相続税の申告期限から５
年経過後に特定事業用資産を現物出資し、
会社を設立した場合には、当該認定相続
人が当該会社の株式等を保有しているこ
とその他一定の要件を満たすときは、納
税猶予が継続される。

ニ　被相続人に債務がある場合には、特定事
業用資産の価額から当該債務の額（明ら
かに事業用でない債務の額を除く）を控
除した額を猶予税額の計算の基礎とする、
非上場株式等についての相続税の納税猶
予制度における資産管理会社要件を踏ま
えた要件を設定する等の租税回避行為を
防止する措置が講じられる。

ホ　この納税猶予の適用を受ける場合には、
特定事業用宅地等について小規模宅地等
についての相続税の課税価格の計算の特
例の適用を受けることができない。

ヘ　その他非上場株式等についての相続税の
納税猶予制度の特例に準ずる措置のほか
所要の措置が講じられる。

(2)　個人事業者の事業用資産に係る贈与税の納
税猶予制度の創設
①　制度のあらまし
　　認定受贈者（個人事業者の後継者）（18 歳（令
和４年３月 31 日までの贈与については、20 歳）
以上である者に限る）が、平成 31 年１月１日
から令和 10 年 12 月 31 日までの間に、贈与に
より特定事業用資産を取得し、事業を継続し
ていく場合には、担保の提供を条件に、その
認定受贈者が納付すべき贈与税額のうち、贈
与により取得した特定事業用資産の課税価格
に対応する贈与税の納税が猶予される（措法
70 の 6 の 8）。

②　相続時精算課税の適用
　　認定受贈者が贈与者の直系卑属である推定
相続人以外の者であっても、その贈与者がそ
の年１月１日において 60 歳以上である場合に
は、相続時精算課税の適用を受けることがで
きる。
③　猶予税額の納付・免除等　
　　猶予税額の納付・免除等については、相続
税の納税猶予制度と同様である。
④　贈与者の死亡に伴う相続税の納税猶予制度
への移行
　　贈与者の死亡時には、特定事業用資産（既
に納付した猶予税額に対応する部分を除く）
をその贈与者から相続等により取得したもの
とみなし、贈与時の時価により他の相続財産
と合算して相続税を計算する。その際、都道
府県の確認を受けた場合には、相続税の納税
猶予の適用を受けることができる。
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、平成 31 年１月１
日以後に相続等又は贈与により取得する財産
に係る相続税又は贈与税について適用される
（附則 79）。
(4)　制度の留意点
①　後継者である相続人の相続税の猶予税額＜
ケース１＞
　　日本税理士会連合会の会報である「税理士
界」の第 1373 号（平成 31 年２月 15 日）12 頁で、
相続税の納税猶予税額の計算方法が紹介され
ていることから、次に掲げる（基本的には、
法人版の納税猶予制度と同様である）。
　　具体的には、相続人Ａが後継者・相続人Ｂ
が後継者以外の者の場合において、後継者で
ある相続人Ａが被相続人から事業用資産２億
円と事業用債務 3,000 万円を引き継ぐと（課税
価格１億 7,000 万円）、猶予税額は 3,138 万円に
なることから、納付税額は 958 万円になると
いう事例である。

②　事業用資産である宅地について小規模宅地
等の特例の適用を受ける場合＜ケース２＞

　　事業用資産の納税猶予制度は、小規模宅地
等の特例と選択適用になっているため、事業
用資産に係る納税猶予制度の適用を受けず、
小規模宅地等の特例の選択した場合において、
相続人Ａと相続人Ｂの相続税額は、次のよう
になる（上記①の「税理士界」の第 1373 号（平
成 31 年２月 15 日）12 頁を引用）。

(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

②　猶予税額の計算
　　猶予税額の計算方法は、非上場株式等について
の相続税の納税猶予制度の特例と同様である（下
記 (4) の計算例参照）。
③　猶予税額の免除
イ　全額免除
　次の場合には、猶予税額の全額が免除される。
(ｲ)　認定相続人が、その死亡の時まで特定事業用
資産を保有し、事業を継続した場合

(ﾛ)　認定相続人が一定の身体障害等に該当した
場合

(ﾊ)　認定相続人について破産手続開始の決定が
あった場合

(ﾆ)　相続税の申告期限から５年経過後に、次の
後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後
継者がその特定事業用資産について贈与税
の納税猶予制度（下記 (2) 参照）の適用を
受ける場合

ロ　一部免除
　　　次の場合には、非上場株式等についての

相続税の納税猶予制度の特例に準じて、猶
予税額の一部が免除される。

(ｲ)　同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一
括して譲渡する場合

(ﾛ)　民事再生計画の認可決定等があった場合
(ﾊ)　経営環境の変化を示す一定の要件を満たす

場合において、特定事業用資産の一括譲渡
又は特定事業用資産に係る事業の廃止をす
るとき

④　猶予税額の納付
　　次の場合には、猶予税額を納付しなければな
らない。
イ　認定相続人が、特定事業用資産に係る事業

を廃止した場合等には、猶予税額の全額を
納付する。

ロ　認定相続人が、特定事業用資産の譲渡等を
した場合には、その譲渡等をした部分に対
応する猶予税額を納付する。

⑤　利子税の納付
　　上記④により、猶予税額の全部又は一部を納
付する場合には、その納付税額について相続
税の法定申告期限からの利子税（年 3.6％）（利
子税の特例（貸出約定平均利率の年平均が
0.6％の場合）を適用した場合には、年 0.7％）
を併せて納付する。
⑥　その他
イ　被相続人は相続開始前において、認定相

続人は相続開始後において、それぞれ青

　　相続人Ｂの相続税額は、小規模宅地等の特
例の選択をした場合における相続税額（904
万円）と相続人Ａが納税猶予制度を適用した
場合における相続税額（1,224 万円）とを比較
すると、小規模宅地等の特例の選択をした場
合の方か税負担は少なくなる。そのため、相
続人Ａが事業用資産等について納税猶予制度
の適用を受けようとする場合には、利益が相
反する相続人Ｂとの協議が必要になる場面も
想定される。

　　　　　　

＜ケース１＞　納税猶予制度の適用を受ける場合

合　計

1億円

1億円

1億円

△3,000万円

△1,000万円

2億6,000万円

5,320万円

（1.00）

5,320万円

  相続人Ｂ

7,000万円

△1,000万円

6,000万円

（0.23）

1,224万円

相続人Ａ　

1億円

1億円

3,000万円

△3,000万円

2億円

（0.77）

4,096万円

宅　　地

その他

事業用

その他

事業用資産
（2 億 円）

債 　 務
（4,000 万）

そ の 他 の 財 産

課  税  価  格

相 続 税 の 総 額

( あ ん 分 割合 )

算  出  税  額

○　ケース１における納税猶予税額の計算

合　計

1億円

1億円

7,000万円

△3,000万円

△1,000万円

2億3,000万円

4,240万円

相続人Ｂ

7,000万円

△1,000万円

6,000万円

相続人Ａ

1億円

1億円

 

3,000万円

1億7,000万円

（0.74）

3,138万円

宅　　地

その他

事業用

その他

事業用資産
（2 億 円）

債 　 務
（4,000 万）

そ の 他 の 財 産

課  税  価  格

相 続 税 の 総 額

( あ ん 分 割合 )

算  出  税  額

○　ケース１における各相続人の相続税額

合　計

5,320万円

3,138万円

2,182万円

相続人Ｂ

1,224万円

1,224万円

相続人Ａ

4,096万円

3,138万円

958万円

相  続  税  額

納 税 猶 予 税 額

納  付  税  額

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価



2019.春 No.21810
だより

②　事業用資産である宅地について小規模宅地
等の特例の適用を受ける場合＜ケース２＞

　　事業用資産の納税猶予制度は、小規模宅地
等の特例と選択適用になっているため、事業
用資産に係る納税猶予制度の適用を受けず、
小規模宅地等の特例の選択した場合において、
相続人Ａと相続人Ｂの相続税額は、次のよう
になる（上記①の「税理士界」の第 1373 号（平
成 31 年２月 15 日）12 頁を引用）。

２　小規模他宅地等についての相続税の課税価
　格計算の特例の見直し　
(1)　特定事業用宅地等の３年縛り
　　平成 30 年度改正における貸付事業用宅地等
の例にならい、節税を目的とした駆け込み的
な適用など、本来の趣旨を逸脱した適用を防
止するため、特定事業用宅地等の範囲から、
相続開始前３年以内に事業の用に供された宅
地等（当該宅地等の上で事業の用に供されて
いる減価償却資産の価額が、当該宅地等の相
続時の価額の 15％以上である場合を除く）が
除外された（措法 69 の 4③一）。
　　上記の「15％」は、本特例の減税効果が宅
地価額の概ね 15％程度と推計される（相続税
の平均的な限界税率に基づく）ことを踏まえ
て設定された。

(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

＜ケース２＞　小規模宅地等の特例の適用を受ける場合

＜平成31年度改正による規制措置の対象から除外されるケース＞

合　計

2,000万円

1億円

1億円

△3,000万円

△1,000万円

1億8,000万円

2,740万円

（1.00）

2,740万円

相続人Ｂ

7,000万円

△1,000万円

6,000万円

（0.33）

904万円

相続人Ａ

2,000万円※

1億円

3,000万円

△3,000万円

1億2,000万円

（0.67）

1,836万円

宅　　地

そ の 他

事 業 用

そ の 他

事業用資産
（2 億 円）

債 　 務
（4,000 万）

そ の 他 の 財 産

課  税  価  格

相 続 税 の 総 額

( あ ん 分 割合 )

算  出  税  額

　　相続人Ｂの相続税額は、小規模宅地等の特
例の選択をした場合における相続税額（904
万円）と相続人Ａが納税猶予制度を適用した
場合における相続税額（1,224 万円）とを比較
すると、小規模宅地等の特例の選択をした場
合の方か税負担は少なくなる。そのため、相
続人Ａが事業用資産等について納税猶予制度
の適用を受けようとする場合には、利益が相
反する相続人Ｂとの協議が必要になる場面も
想定される。

　　　　　　

※　1億円 × 20％ ＝ 2,000万円

建物（減価償却資産）の価額
2,000 万円（15％以上）

（１億円（宅地等）×15％＝1,500 万円）

宅地等の相続時の価額（１億円）

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法 70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価
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(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法 70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価

６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。
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(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法 70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

建物の時価 － 建物の時価 ×
残存耐用年数 － 配偶者居住権の存続年数

残存耐用年数

×［配偶者居住権の残存年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価

土地等の時価 －   土地等の時価 × 存続年数に応じた民法の
法定利率による複利現価率

］

ニ　居住建物の敷地の所有権等の評価
　土地等の時価 － 敷地の利用に関する権利の価額
( 注 1)  上記の「建物の時価」及び「土地等の

時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定
されていない場合の建物の時価又は土地
等の時価とする。

( 注 2)  上記の「残存耐用年数」とは、居住建
物の所得税法に基づいて定められている
耐用年数（住宅用）に 1.5 を乗じて計算し
た年数から居住建物の築後経過年数を控
除した年数をいう。

( 注 3)  上記の「存続年数」とは、次に掲げる
場合の区分に応じそれぞれ次に定める年
数をいう。
(ｲ)　配偶者居住権の存続期間が配偶者の終

身の間である場合
　　配偶者の平均余命年数
(ﾛ)　(ｲ) 以外の場合
　　　遺産分割協議等により定められた配

偶者居住権の存続期間の年数（配偶者
の平均余命年数を上限とする）

③　相続税法の規定における配偶者居住権の評
　価の計算例
　　前述の「日本税理士会連合会の会報である
「税理士界」の第1373号（平成31年２月15日）」
の 11 頁に、配偶者居住権の評価に係る計算例
が掲載されている。
　　計算例では、二通りのケース（＜ケース１＞と＜
ケース２＞）が紹介されているが、その相違は、
相続開始時における残された配偶者の年齢で
あり、その年齢の相違が配偶者居住権の評価
額に影響を与えることが分かる（「下表の「対

所有権割合）参照）。

６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。
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(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法 70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価

ニ　居住建物の敷地の所有権等の評価
　土地等の時価 － 敷地の利用に関する権利の価額
( 注 1)  上記の「建物の時価」及び「土地等の

時価」は、それぞれ配偶者居住権が設定
されていない場合の建物の時価又は土地
等の時価とする。

( 注 2)  上記の「残存耐用年数」とは、居住建
物の所得税法に基づいて定められている
耐用年数（住宅用）に 1.5 を乗じて計算し
た年数から居住建物の築後経過年数を控
除した年数をいう。

( 注 3)  上記の「存続年数」とは、次に掲げる
場合の区分に応じそれぞれ次に定める年
数をいう。
(ｲ)　配偶者居住権の存続期間が配偶者の終

身の間である場合
　　配偶者の平均余命年数
(ﾛ)　(ｲ) 以外の場合
　　　遺産分割協議等により定められた配

偶者居住権の存続期間の年数（配偶者
の平均余命年数を上限とする）

③　相続税法の規定における配偶者居住権の評
　価の計算例
　　前述の「日本税理士会連合会の会報である
「税理士界」の第1373号（平成31年２月15日）」
の 11 頁に、配偶者居住権の評価に係る計算例
が掲載されている。
　　計算例では、二通りのケース（＜ケース１＞と＜
ケース２＞）が紹介されているが、その相違は、
相続開始時における残された配偶者の年齢で
あり、その年齢の相違が配偶者居住権の評価
額に影響を与えることが分かる（「下表の「対

所有権割合）参照）。

【図表３】配偶者居住権の評価額　＜計算例＞

500万円
33年（22年×1.5）

10年
3,000万円
70歳
19年

　項　　目
＜建物＞　
建物の所有権

配偶者居住権
＜宅地＞　
敷地の所有権
敷地の利用権
配偶者居住権
の評価額
対所有権
価額割合

500万円
33年（22年×1.5）

10年
3,000万円
80歳
11年

＜建物＞　　固定資産税評価額
　　　　　　法 定 耐 用 年 数
　　　　　　新築後の経過年数
＜宅地＞　　宅地の相続税評価額
＜配偶者＞　相続開始時の年齢
　　　　　　平均余命年数（女）

＜平均余命年数＞（厚生労働省・第22回完全生命表より抜粋）

項　　目 ケース１ ケース2

ケース１ ケース2

500万円 ×
（33年 － 10年）－19 年 （33年 － 10年）－11 年
（33年 － 10年）

× 0.57 ≒ 50万円

500万円　－　50万円　＝　450万円

450万円 ＋ 1,290万円 ＝ 1,740万円

1,740万円 ÷ 3,500万円 ≒ 0.50

312万円 ＋ 840万円 ＝ 1,152万円

1,152万円 ÷ 3,500万円 ≒ 0.33

3,000万円 × 0.57 ＝ 1,710万円

3,000万円 － 1,710万円 ＝ 1,290万円

3,000万円 × 0.72 ＝ 2,160万円

3,000万円 － 2,160万円 ＝ 840万円

500万円 ×
（33年 － 10年）

× 0.72 ≒ 188万円

500万円－180万円　＝　312万円

年 齢

65歳
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11年

16年

0.72

0.62

12年

17年

0.70

0.61

13年

18年

0.68

0.59

14年
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0.66

0.57

15年
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0.64

0.54

女
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男
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６年

女

19年

８年

年 齢
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男
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４年

女

15年

５年

男
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８年

＜配偶者居住権の相続期間に応じた複利年金現価率
（民法404条の法定利率３％）＞
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(3)　相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
①　民法（相続関係）の見直し
    　相続人以外の被相続人の親族（子の配偶者
等）が被相続人の療養介護等を行った場合には、
相続人に対して金銭（特別寄与料）の支払請求

をすることができるようになった（民法 1050）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、特別寄与
料に係る課税について、次のように取り扱われる。
イ　支払いを受けた特別寄与料に対する課税
　　　特別寄与者が支払を受けるべき特別寄
与料の額が確定した場合には、当該特別
寄与者が、当該特別寄与料の額に相当す
る金額を被相続人から遺贈により取得し
たものとみなして、相続税が課税される
（相法 4）。

ロ　特別寄与者の相続税の申告義務
　　　上記イの事由が生じたため新たに相続
税の申告義務が生じた者は、当該事由が
生じたことを知った日から 10 月以内に
相続税の申告書を提出しなければならな
い（相法 29）。

ハ　支払うべき特別寄与料の額は相続人の課
税価格から控除

　　　相続人が支払うべき特別寄与料の額
は、当該相続人に係る相続税の課税価格
から控除される（相法 13・21 の 15）。

ニ　更正の請求の特則等における事由の追加
　　　相続税における更正の請求の特則等の
対象に、上記イの事由が加えられた（相
法 31・35）。

[3]　法人課税
１　研究開発税制の見直し　
　　試験研究を行った場合の税額控除制度（研
究開発税制）について、次の見直しが行われ
た（措法 42 の 4）。
(1)　総額型
　　総額型について、増加インセンティブの強
化の観点から控除率を見直すとともに、研究
開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限
が法人税額の 40％（現行：25％）に引き上
げられた（下表参照）。

(2)　高水準型
　　高い水準の研究開発投資を行っている企業
について、総額型の控除率を割増しする措置
が講じられた上で、高水準型が総額型に統合
された（下表参照）。
(3)　オープンイノベーション型
　　オープンイノベーション型について、大企
業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委
託研究等が対象に追加されるとともに、控除
上限が法人税額の 10％（現行：５％）に引き
上げられた（下表参照）。
     ６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　

　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。
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(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価

(3)　相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
①　民法（相続関係）の見直し
    　相続人以外の被相続人の親族（子の配偶者
等）が被相続人の療養介護等を行った場合には、
相続人に対して金銭（特別寄与料）の支払請求

をすることができるようになった（民法 1050）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、特別寄与
料に係る課税について、次のように取り扱われる。
イ　支払いを受けた特別寄与料に対する課税
　　　特別寄与者が支払を受けるべき特別寄
与料の額が確定した場合には、当該特別
寄与者が、当該特別寄与料の額に相当す
る金額を被相続人から遺贈により取得し
たものとみなして、相続税が課税される
（相法 4）。

ロ　特別寄与者の相続税の申告義務
　　　上記イの事由が生じたため新たに相続
税の申告義務が生じた者は、当該事由が
生じたことを知った日から 10 月以内に
相続税の申告書を提出しなければならな
い（相法 29）。

ハ　支払うべき特別寄与料の額は相続人の課
税価格から控除

　　　相続人が支払うべき特別寄与料の額
は、当該相続人に係る相続税の課税価格
から控除される（相法 13・21 の 15）。

ニ　更正の請求の特則等における事由の追加
　　　相続税における更正の請求の特則等の
対象に、上記イの事由が加えられた（相
法 31・35）。

[3]　法人課税
１　研究開発税制の見直し　
　　試験研究を行った場合の税額控除制度（研
究開発税制）について、次の見直しが行われ
た（措法 42 の 4）。
(1)　総額型
　　総額型について、増加インセンティブの強
化の観点から控除率を見直すとともに、研究
開発を行う一定のベンチャー企業の控除上限
が法人税額の 40％（現行：25％）に引き上
げられた（下表参照）。

(2)　高水準型
　　高い水準の研究開発投資を行っている企業
について、総額型の控除率を割増しする措置
が講じられた上で、高水準型が総額型に統合
された（下表参照）。
(3)　オープンイノベーション型
　　オープンイノベーション型について、大企
業や研究開発型ベンチャーに対する一定の委
託研究等が対象に追加されるとともに、控除
上限が法人税額の 10％（現行：５％）に引き
上げられた（下表参照）。
     

２　中小企業者等の法人税率の特例の延長
　　中小企業者等（資本金１億円以下の法人等）
の法人税の軽減税率の特例（15％）の適用期
限が、令和３年３月 31 日まで２年延長された
（措法 42 の 3 の 2）。

３　中小企業投資促進税制等の延長等
(1)　中小企業投資促進税制の適用期限の延長
　　中小企業者等が機械等を取得した場合の特
別償却又は特別税額控除制度について、適用
対象となる中小企業者を一定の中小企業者と
した上、その適用期限が令和３年３月 31 日ま
で２年延長された（措法 42 の 6）。
(2)　中小企業経営強化税制の適用期限の延長等
　　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取
得した場合の特別償却又は特別税額控除制度
について、適用対象となる中小企業者を上記
(1) の制度の中小企業者とした上、その適用期
限が令和３年３月31日まで２年延長された（措
法 42 の 12 の 4）。
(3)　特定中小企業者等に対する措置の延長等
　　特定中小企業者等が経営改善設備を取得し
た場合の特別償却又は特別税額控除制度につ
いて、次のとおり見直しを行った上、その適
用期限が令和３年３月 31 日まで２年延長され
た（措法 42 の 12 の 3）。
①　対象設備を、認定経営革新等支援機関等が資
産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定
中小企業者等の経営の改善に特に資することに
ついて確認をした旨の記載がある経営改善指導
助言書類に記載されたものに限定する。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に取得等をする経営改善設備について適用
される（附則 31）。
②　適用対象となる中小企業者を前記 (1) の制度

財務省資料

の中小企業者とする。
(4)　地域未来投資促進税制の適用期限の延長等
　　地域経済牽引事業の促進区域内において特定
事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特
別税額控除制度について、次のとおり見直しを行っ
た上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで２年
延長された（措法 42の 11の 2）。
①　平成 31 年４月１日以後に地域経済牽引事業の
促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法
律の承認を受けた事業者がその承認地域経済牽
引事業の用に供した機械装置及び器具備品につ
いて、償却割合を 100 分の 50（現行：100 分の
40）に、特別税額控除割合を100 分の５（現行：
100 分の４）に、それぞれ引き上げられた。
②　一の特定地域経済牽引事業施設等を構成す
る機械等の取得価額の合計額の上限を 80 億円
（現行：100 億円）に引き下げられた。

４　中小企業における災害に対する事前対策の
ための設備投資に係る税制上の措置　
　　青色申告書を提出する事業者で中小企業者
又はこれに準ずる一定の法人であるもののう
ち中小企業等経営強化法の認定を受けた同法
の中小企業者に該当するもの（以下「特定中
小企業者等」という）が、中小企業の事業活
動の継続に資するための中小企業等経営強化
法等の一部を改正する法律の施行の日から令
和３年３月 31 日までの間に、その認定に係る
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化
計画（以下「認定事業継続力強化計画等」と
いう）に係る事業継続力強化設備等としてそ
の認定事業継続力強化計画等に記載された機
械装置及び器具備品並びに建物附属設備の取
得等をして、その特定中小企業者等の事業の
用に供した場合には、その取得価額の 100 分
の 20 相当額の特別償却ができる措置が講じら
れた（措法 44 の 2）。

５　地方法人課税における新たな偏在是正措置
　地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造

の変化等に対応し、都市と地方が支え合い、
ともに持続可能な形で発展することを目指し
て、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税
が創設された（下表参照）

６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。

対　象
大法人
（資本金1億円超の法人）

中小法人
（資本金1億円以下の法人）

本則税率 租特税率

所得区分なし

年800万円超の所得金額

年800万円以下の所得金額

23.2％

23.2％

19％ 15％
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(2)　事業用資産に係る納税猶予制度との重複適
　用の排除
　　被相続人が、個人の事業用資産についての贈
与税の納税猶予制度に係る贈与をしていた場合
又は被相続人から相続若しくは遺贈により財産
を取得した者が個人の事業用資産についての相
続税の納税猶予制度の適用を受ける場合には、
当該被相続人に係る特定事業用宅地等について
は、本特例の適用を受けることができない（措
法 69 の 4⑥）。

(3)　適用時期
　　上記 (1)・(2) の改正は、平成 31 年４月１日以
後に相続等により取得する財産に係る相続税に
ついて適用される。ただし、同日前から事業の
用に供されている宅地等については、適用しな
い（附則 79）。

３　教育資金の一括贈与非課税措置の見直し　
　　直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場
合の贈与税の非課税措置について、次の措置が
講じられた上、その適用期限が令和３年３月
31 日まで２年延長された（措法 70 の 2 の 2）。

(1)　受贈者の所得制限
　　信託等をする日の属する年の前年の受贈者の
合計所得金額が 1,000 万円を超える場合には、
当該信託等により取得した信託受益権等につい
ては、本措置の適用を受けることがで きない
ことになった。

   　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以

後に信託等により取得する信託受益権等に
係る贈与税について適用される（附則 79）。
(2)　教育資金の範囲の見直し　
　　教育資金の範囲から、学校等以外の者に
支払われる金銭で受贈者が 23 歳に達した日
の翌日以後に支払われるもののうち、教育
に関する役務提供の対価、スポーツ・文化
芸術に関する活動等に係る指導の対価、こ
れらの役務提供又は指導に係る物品の購入
費及び施設の利用料が除外されたが、教育
訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受
講するための費用は除外されていない。
　　上記の改正は、令和元年７月１日以後に
支払われる教育資金について適用される。
(3)　贈与者死亡時の残高に対する課税
　　信託等をした日から教育資金管理契約の
終了の日までの間に贈与者が死亡した場合
（その死亡の日において次の①から③いずれ
かに該当する場合を除く）において、受贈
者が当該贈与者からその死亡前３年以内に
信託等により取得した信託受益権等につい
て本措置の適用を受けたことがあるときは、
その死亡の日における管理残額を、当該受
贈者が当該贈与者から相続又は遺贈により
取得したものとみなされる。
①　当該受贈者が 23 歳未満である場合
②　当該受贈者が学校等に在学している場合
③　当該受贈者が教育訓練給付金の支給対

象となる教育訓練を受講している場合
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日
以後に贈与者が死亡した場合について適用
される（附則 79）。
(4)　残高に対する贈与税の課税
　　教育資金管理契約の終了事由について、
受贈者が 30 歳に達した場合においても、そ
の達した日において上記 (3)②又は③のいず
れかに該当するときは教育資金管理契約は
終了しないものとし、その達した日の翌日

以後については、その年において上記 (3)②若
しくは③のいずれかに該当する期間がなかった
場合におけるその年 12 月 31 日又は当該受贈者
が 40 歳に達する日のいずれか早い日に教育資
金管理契約が終了するものとする。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後
に受贈者が 30 歳に達する場合について適用さ
れる（附則 79）。

４　結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置の見
直し　
　　直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を
受けた場合の贈与税の非課税措置について、信
託等をする日の属する年の前年の受贈者の合計
所得金額が 1,000 万円を超える場合には、当該
信託等により取得した信託受益権等については
本措置の適用を受けることができないこととさ
れた上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで
２年延長された（措法 70の 2の 3）。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に信託等により取得する信託受益権等に係る
贈与税について適用される（附則 79）。

５　民法における成年年齢引下げを踏まえた税制
上の措置
(1)　成年年齢の引下げ
　　相続税の未成年者控除の対象となる相続人の
年齢が、18 歳未満（現行：20 歳未満）に引き
下げられる（相法 19 の 3）。
(2)　税制上の措置
　　次に掲げる制度における受贈者の年齢要件
が、18 歳以上（現行：20 歳以上）に引き下げ
られる。
①　相続時精算課税制度
②　直系尊属から贈与を受けた場合の贈与税の

税率の特例（措法 70 の 2 の 5）
③　相続時精算課税適用者の特例（相法 21 の 9）
④　非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度

( 特例制度についても同様 )( 措法 70 の 7 他）
(3)　適用時期
　　上記 (1) 及び (2) の改正は、令和４年４月１日
以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得す
る財産に係る相続税又は贈与税について適用さ
れる（附則 23）。

６　民法（相続関係）の改正に伴う税制上の措
置
(1)　税制上の対応が必要となった民法（相続関
係）の改正事項
　　平成 30 年７月に「民法及び家事事件手続法
の一部を改正する法律」が公布され、民法の
相続に関する規律が見直しされた。
　　その見直しに伴い、税制上の対応が必要と
なった民法（相続関係）の改正事項は、「配偶
者居住権の創設」と「相続人以外の者の貢献
を考慮するための方策」である。
(2)　配偶者居住権の創設
①　民法（相続関係）の見直し
　　配偶者居住権とは、残された配偶者が居住し
ていた被相続人所有の建物について、遺産分割
等により終身又は一定期間、その建物に無償で
居住することができる法定の権利をいう（民法
1028）。
②　相続税法の取扱い
　　民法（相続関係）の見直しにより、残された
配偶者が居住していた被相続人所有の建物につ
いて、法定の権利（配偶者居住権）が創設され
たことから、相続税法においても、配偶者居住
権等の評価方法が次のように法定される（相法
23 の 2）。
イ　配偶者居住権の評価
ロ　配偶者居住権が設定された建物（以下「居
住建物」）の所有権の評価

　建物の時価 － 配偶者居住権の価額
ハ　配偶者居住権に基づく居住建物の敷地の利
用に関する権利の評価

３　中小企業投資促進税制等の延長等
(1)　中小企業投資促進税制の適用期限の延長
　　中小企業者等が機械等を取得した場合の特
別償却又は特別税額控除制度について、適用
対象となる中小企業者を一定の中小企業者と
した上、その適用期限が令和３年３月 31 日ま
で２年延長された（措法 42 の 6）。
(2)　中小企業経営強化税制の適用期限の延長等
　　中小企業者等が特定経営力向上設備等を取
得した場合の特別償却又は特別税額控除制度
について、適用対象となる中小企業者を上記
(1) の制度の中小企業者とした上、その適用期
限が令和３年３月31日まで２年延長された（措
法 42 の 12 の 4）。
(3)　特定中小企業者等に対する措置の延長等
　　特定中小企業者等が経営改善設備を取得し
た場合の特別償却又は特別税額控除制度につ
いて、次のとおり見直しを行った上、その適
用期限が令和３年３月 31 日まで２年延長され
た（措法 42 の 12 の 3）。
①　対象設備を、認定経営革新等支援機関等が資
産の取得に係る計画の実施その他の取組が特定
中小企業者等の経営の改善に特に資することに
ついて確認をした旨の記載がある経営改善指導
助言書類に記載されたものに限定する。
　　なお、上記の改正は、平成 31 年４月１日以
後に取得等をする経営改善設備について適用
される（附則 31）。
②　適用対象となる中小企業者を前記 (1) の制度

の中小企業者とする。
(4)　地域未来投資促進税制の適用期限の延長等
　　地域経済牽引事業の促進区域内において特定
事業用機械等を取得した場合の特別償却又は特
別税額控除制度について、次のとおり見直しを行っ
た上、その適用期限が令和３年３月 31 日まで２年
延長された（措法 42の 11の 2）。
①　平成 31 年４月１日以後に地域経済牽引事業の
促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法
律の承認を受けた事業者がその承認地域経済牽
引事業の用に供した機械装置及び器具備品につ
いて、償却割合を 100 分の 50（現行：100 分の
40）に、特別税額控除割合を100 分の５（現行：
100 分の４）に、それぞれ引き上げられた。
②　一の特定地域経済牽引事業施設等を構成す
る機械等の取得価額の合計額の上限を 80 億円
（現行：100 億円）に引き下げられた。

４　中小企業における災害に対する事前対策の
ための設備投資に係る税制上の措置　
　　青色申告書を提出する事業者で中小企業者
又はこれに準ずる一定の法人であるもののう
ち中小企業等経営強化法の認定を受けた同法
の中小企業者に該当するもの（以下「特定中
小企業者等」という）が、中小企業の事業活
動の継続に資するための中小企業等経営強化
法等の一部を改正する法律の施行の日から令
和３年３月 31 日までの間に、その認定に係る
事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化
計画（以下「認定事業継続力強化計画等」と
いう）に係る事業継続力強化設備等としてそ
の認定事業継続力強化計画等に記載された機
械装置及び器具備品並びに建物附属設備の取
得等をして、その特定中小企業者等の事業の
用に供した場合には、その取得価額の 100 分
の 20 相当額の特別償却ができる措置が講じら
れた（措法 44 の 2）。

５　地方法人課税における新たな偏在是正措置
　地域間の財政力格差の拡大、経済社会構造

の変化等に対応し、都市と地方が支え合い、
ともに持続可能な形で発展することを目指し
て、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税
が創設された（下表参照）

＜特別法人事業税（仮称）及び特別法人事業譲与税（仮称）の仕組み＞
総務省資料を一部修正

６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。
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６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。
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今週の判決等(2019年1月～2019年2月収録）
EWS  MＡＩL

　損金算入時期／太陽光発電設備とそれを囲む
フェンス・門扉等の減価償却費
（平３０－０６－１９　公表裁決　一部取消し　Ｊ１１１－３－１２）
　本件は、請求人が、太陽光発電設備とそれを囲む
フェンス・門扉等を、取得をした事業年度（平成２８
年３月期）において減価償却費の額を損金の額に算入
して申告をしたところ、原処分庁が、これら資産は一
体で取得したのであり、平成２８年３月期には事業の
用に供していないとして更正処分等を行った事案です。
　審判所は、太陽光発電設備については、翌事業年
度に系統連系のための工事が完了しているため、平
成２８年３月期に事業の用に供したとは認められな
いとしましたが、フェンス等については納税者の主
張を認める判断をしています。
　本件発電システム本体とフェンス等は、物理的に

も機能的にも一体とはいえないから、別個の減価償
却資産であると認められる。
　請求人は、フェンス等の引渡日から系統連系が行
われて売電を開始するまでの間も、発電システム本
体への接触による感電等の事故、発電システム本体
の盗難や毀損を避ける必要性があり、実際に本件
フェンス等はその目的に沿った機能を発揮していた
と認められる。
　以上によれば、本件フェンス等は、引渡日から、
その属性に従ってその本来の目的のために使用を開
始されたと認めるのが相当であり、請求人は、本件
フェンス等を平成２８年３月期に事業の用に供した
と認められる。　
≪検索方法≫【キーワード】Ｊ１１１－３－１２

（税法データベース編集室：草間　典子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.396 2019.1.17                      

　市街化調整区域内にある宅地及び雑種地の評価
～鑑定評価の合理性～
（平３０－０３－１３　東京地裁　棄却　Ｚ８８８－２２０２）
　この事案では、工場用地等として同族会社に賃貸してい
る宅地及び雑種地の価額について、原告主張の不動産鑑
定士が作成したＣ鑑定評価書の鑑定評価額によるべきか、
被告主張の財産評価基本通達の評価額によるべきかが争
われました。
　裁判所では、財産評価基本通達の合理性を認めた上
で、次のとおり、Ｃ鑑定評価書の問題点を指摘し、鑑定評価
額が時価であるとか、鑑定評価額をもって特別の事情があ
ると認めることはできないとして、原告の請求を棄却しました。
　Ｃ鑑定評価書では、地価公示価格等による規準価格は
適用しないとされているが、宅地の近隣には、主な用途を工
業地とする基準地Ｄが存在しており、Ｃ鑑定評価書における

説明は了解し難い（Ｄの基準地価格は２万４６００円／平米
とされており、取引事例１ないし４における価額はこれと比べ
て著しく低廉である）。
　原告らは、宅地は５０００平米を超える超広大地であり、規
準とすることができる標準地がないとも主張するが、上記基
準地の地積は２３５１平米であるのに対し、取引事例１ない
し４の地積は５００平米ないし１１９１平米であり、取引事例１
ないし４の方が参照するのに適切であると認めることはでき
ない。
　また、取引事例１は、競売によるものであること、雑種地の
適切な取引事例として参照された事例の１件は、売り急ぎ
の事例であることが認められるが、事情補正はされておら
ず、この点について合理的な説明もされていない。
≪検索方法≫【キーワード】Ｚ８８８－２２０２

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.395 2019.1.10　

あいちゃん
（相続税担当）

６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。
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もろ君
（諸税担当）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.397 2019.1.24                      

今週の判決等(2019年1月～2019年2月収録）
EWS  MＡＩL

　顧客に対し付与したポイントの債務確定は充当時
～損金算入時期～
（平２９－１０－１７　非公開裁決　棄却　Ｆ０－２－７９８）
　請求人が、顧客の商品等の購入金額に応じて付与し
たポイントの数に相当する金額を当該付与した日の属
する事業年度の損金の額に算入して、法人税等の申告
をしたところ、原処分庁が、当該ポイントに関して請
求人の負う債務は、これを付与した時に確定しておら
ず、顧客が当該ポイントを使用した時に確定したなど
として、法人税等の更正処分等をしたのに対し、請求
人が、当該ポイントの付与時には当該債務が確定して
いるなどとして、その取消しを求めた事案です。
　審判所は次のように判断し、請求人の主張を棄却し
ています。
　本件会員は、付与されたポイントについて、ポイン
ト充当の場合は次回以降に商品等の購入をするとき

に、ポイント充当等に使用できることになるのであり、
当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものと
は、法基通２－２－１２に定める１）当該費用に係る債
務が成立していること、２）当該債務に基づいて具体的
な給付をすべき原因となる事実が発生していること、
３）その金額を合理的に算定することができるものであ
ることの三要件の全てに該当することを要するものと
解され、請求人が本件ポイントを付与時において、２
の要件である具体的な給付原因となる事実が発生して
いるとは認めることはできない。そうすると、請求人
が会員に対して付与したポイントについては、その付
与したポイントに相当する金額が、当該付与時に損金
算入されるのではなく、ポイント充当等をした日の属
する事業年度の損金の額に算入されることとなる。
≪検索方法≫【キーワード】Ｆ０－２－７９８

（税法データベース編集室：岩崎　宇多子）
　

　更正の請求／第三者の債権者代位権又は取立権の
行使による更正の請求
（平３０－０６－２２　公表裁決　棄却　Ｊ１１１－１－０１）
　本件は、請求人らが、債務者に対して有する金銭債
権を保全するため、原処分庁に対し、当該債務者が
行った贈与税の申告について各更正の請求をしたとこ
ろ、原処分庁が、更正をすべき理由がない旨の各通知
処分をしたことから、請求人らが、債権者代位権等を
有する者は更正の請求をすることができることは明ら
かであると主張し、当該各通知処分の全部の取消しを
求めた事案です。
　審判所は次のとおり判断して、請求人の請求を棄却
しました。
　贈与税の更正の請求は、納税申告書を提出した者
が、その申告により確定した贈与税額の減額を税務
署長に対して求める権利であるところ、通則法２３

条１項は、更正の請求ができる者を納税申告書を提出
した者に限定しているのであり、更正の請求をするか
否かは、納税申告書を提出した者の自由意思に委ねら
れていると解されるから、更正の請求をする権利は、
納税申告書を提出した者に認められる行使上の一身専
属権に当たるというべきである。したがって、民法４
２３条《債権者代位権》１項ただし書の規定により、
債権者代位の目的から除外されることとなるから、請
求人らの主張には理由がない。民事執行法１５５条１
項による取立権も、債務者の一身専属権には及ばない
ものと解されており、更正の請求をする権利が、納税
申告書を提出した者の行使上の一身専属権に当たると
解されることは上記で説示したとおりであるから、請
求人らの主張には理由がない。
≪検索方法≫【キーワード】Ｊ１１１－１－０１

（税法データベース編集室：小菅　貴子）
　

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.398 2019.1.31

６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。
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ちーちゃん
（地方税担当）

今週の判決等(2019年1月～2019年2月収録）
EWS  MＡＩL

　区分所有建物の敷地に係る借地権の評価～「特
別の事情」の有無
（平２９－１１－１７　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－５９７）
　本件は、相続により取得した区分所有建物（７階及び８
階部分）の敷地の借地権の持分（本件借地権）につい
て、評価通達２《共有財産》の定めによる評価額は時価を
上回る違法があるか否かが争われた事案です。請求人
らの主張する評価方法は、借地権の価額に、公共用地の
取得に伴う損失補償基準細則に定める建物階層別利用
率（効用比率）を用いる方法でした。
　審判所は、次のとおり判断して請求人らの主張を棄却
しました。
　低層階が高層階に比べて商業活動において優位であ
り、このため、賃料にも差異が生じることは、程度の差こそ
あれ、商業地域に存在する商業ビルー般に当てはまること

であり、評価通達の定めに従った評価が、当該相続財産の
「時価」を適切に反映していないと認めるべき事情に直ち
には当たらない。
　また、賃料の収益性に差異があるとしても、当該商業ビル
の区分所有者の有する敷地利用権が敷地の借地権の持
分である場合には、その区分所有建物が低層階にあろうと
高層階にあろうと、借地権全体に対して有する持分として
の権利の内容は持分割合に応じて均等であり、質的に異
なるところはないのであるから、所有する区分所有建物の
階層による効用比率をもって借地権について評価通達とは
異なる評価を行うことは相当とはいえず、請求人らの主張
は採用できない。
≪検索方法≫【キーワード】Ｆ０－３－５９７ 

（税法データベース編集室：藤原　眞由美）

    

６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。

■ＴＡＩＮＳメールニュース     No.399 2019.2.7 

　仕入税額控除／米国アマゾン社の役務の提供に
対する支払手数料
（平３０－１０－１９　非公開裁決　棄却　Ｆ０－５－２１９）
　請求人は、アマゾンと契約を締結し、アマゾンの日本
ウェブサイトにおいて提供されているサービスを利用して、
ＤＶＤ、書籍等を出品し販売する事業を営んでいました。
本件は、請求人が、平成２７年４月の消費税法の改正に
より、電気通信利用の役務の提供に係る内外判定基準
の見直しがあったが、その法改正以前から、米国アマゾ
ン社は千葉県に物流センター（恒久的施設）を所有して
おり、その役務の提供は課税取引対象であるとして、平
成２１年ないし２５年課税期間の消費税等の更正の請
求をした事案です。審判所は、課税仕入れとなるか否か
は恒久的施設を有するか否かではないとして、次のよう
に判断しました。

　アマゾン契約に係る役務の提供は、そのサービスがイ
ンターネットを通じて行われるものであることからすれば、
その役務の提供を行う者の役務の提供に係る事務所等
の所在地が国内にあるかどうかにより判定することとな
る。そうすると、アマゾン契約のうち出品サービス及びク
リックスサービスについては、これらの契約当事者である
米国アマゾン社が役務の提供を行うものであり、同社の
事務所等の所在地がアメリカ合衆国内にあるから、役務
の提供は、国外において行われたものと認められる。他
方、ＦＢＡ（出荷・配送）サービスについては、その契約当
事者が日本アマゾン社であることから、その役務の提供
は国内において行われたものと認められる。
≪検索方法≫【キーワード】Ｆ０－５－２１９

（税法データベース編集室：市野瀬　啻子）
　

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.400 2019.2.14　
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今週の判決等(2019年1月～2019年2月収録）
EWS  MＡＩL

しょー君
（消費税担当）

　確認請求／弁護士法２３条の２照会に対する報告
義務
（平２９－０６－３０　名古屋高裁　一部認容・一部棄却　Ｚ９９９－２１６７）
　弁護士法２３条の２第２項に基づく照会（１．Ｃ宛
ての郵便物についての転居届の提出の有無、２．転居
届の届出年月日、３．転居届記載の新住所、４．新住
所の電話番号）を郵便事業株式会社（本件会社）に対
してした弁護士会である控訴人が、本件会社を吸収合
併した被控訴人に対し、主位的に、本件会社が２３条
照会に対する報告を拒絶したことにより控訴人らの法
律上保護される利益が侵害されたと主張して、不法行
為に基づく損害賠償を求め、予備的に、被控訴人が２
３条照会に対する報告をする義務を負うことの確認を
求める事案です。
　上告審は、損害賠償は棄却し、報告義務確認請求に関

する部分を原審に差し戻しました。差戻し後の高裁は
次のとおり、１～３の報告義務を認めました。
　報告を拒絶する正当な理由があるか否かについて
は、照会事項ごとに、これを報告することによって
生ずる不利益と報告を拒絶することによって犠牲と
なる利益との比較衡量により決せられるべきであ
る。照会事項１ないし３については、２３条照会に
対する報告義務が郵便法８条２項の守秘義務に優越
し、同４転居届記載の電話番号については、同項の
守秘義務が２３条照会に対する報告義務に優越する
と解するのが相当である。したがって、被控訴人に
は、照会事項１ないし３について、控訴人に報告す
べき義務があるというべきである。
≪検索方法≫【キーワード】Ｚ９９９－２１６７

（税法データベース編集室：大高　由美子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース    No.401 2019.2.21                      

　貸付金債権の評価～債務者である法人を相続開始後
に解散した場合～
（平２１－０３－１６　非公開裁決　棄却　Ｆ０－３－２４５）
　この事案は、審査請求人が、相続財産である貸付金
の価額を、債務者であり、かつ被相続人が代表者で
あった各法人を相続開始後に解散して回収した金額と
して申告したところ、原処分庁が、相続開始日におけ
る元本の価額で評価すべきであるとして更正処分等を
したことから争われたものです。
　審判所では、その貸付金の評価について評価通達に
より難い特別の事情は認められないとした上で、次の
とおり判断し、貸付金の価額は、利息の定めがないこ
とから元本の価額により評価するのが相当であるとし
ました。
　各法人は、いずれも債務超過の状態が相当期間継続
していたとはいえないばかりか、事業も順調で、営業

状況、資産状況が破たんしていることが明白であると
いえるものではなく、弁済不能の状態にあったとは認
められないから、貸付金について、評価通達２０５
《貸付金債権等の元本価額の範囲》の「その他その回
収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」
には該当しない。
　各法人の清算により回収した金額を超える部分に相
当する金額を回収不能の金額として控除すべき旨の請
求人の主張は、その評価をすべき前提を欠くこととな
る上、そもそも回収不能の判断時期は、相続の開始時
であり、本件相続に係る相続税の申告期限までに各法
人を清算したとしても、当該清算の事実は相続開始日
後の事情にすぎず、相続開始日現在の貸付金の評価額
を左右するものではない。
≪検索方法≫【キーワード】Ｆ０－３－２４５

（税法データベース編集室：依田　孝子）

■ＴＡＩＮＳメールニュース   No.402 2019.2.28                        

６　仮想通貨に関する法人税の課税関係の整備　
　仮想通貨の譲渡損益及び評価方法等につい
て、次のとおり整備が行われた（法法 2・61・
61 の 6）。
(1)　収益計上時期
　　法人が仮想通貨の譲渡をした場合の譲渡損益
は、一定の場合を除き、その譲渡に係る契約を
した日の属する事業年度の益金の額又は損金の
額に算入する。
(2)　評価方法
　　法人が事業年度末に有する仮想通貨のうち活発
な市場が存在する仮想通貨の評価額は時価法によ
り評価した金額とし、その評価益又は評価損をその
事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(3)　信用取引の収益計上時期
　　法人が事業年度末に有する未決済の仮想通貨
信用取引は、事業年度末に決済したものとみな
して計算した利益の額又は損失の額に相当する
金額をその事業年度の益金の額又は損金の額に
算入する。
(4)　棚卸資産から除外
　　仮想通貨について、棚卸資産の範囲から除外
するほか所要の整備が行われた。

（注）上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に終
了する事業年度の所得に対する法人税について
適用される。なお、同日前に開始し、かつ、同
日以後に終了する事業年度については、その有

する仮想通貨及び未決済の仮想通貨信用取引
につき確定した決算において評価益又は評価損を
収益又は損失として経理していない場合等には、
上記 (2) 及び (3) を適用しないことができる等の経
過措置が講じられる（附則 12・19）。

[4]　消費課税
１　輸出物品販売場制度の見直し　
　　外国人旅行者向け消費税免税制度について、
次の見直しが行われた（消法 8）。

(1)　臨時販売場に係る届出制度の創設
　　７月以内の期間を定めた臨時販売場を設置しよ
うとする事業者（既に輸出物品販売場の許可を
受けている事業者に限る）が、その設置日の前日
までにその設置期間等を記載した届出書をその納
税地を所轄する税務署長に提出したときは、その
臨時販売場が輸出物品販売場とみなされる。

　　上記の適用を受けようとする事業者は、あらか
じめその納税地を所轄する税務署長の承認を受
けなければならない。
　　なお、上記の改正は、令和元年７月１日以後に
行われる課税資産の譲渡等について適用される
（附則 1）。
　　また、上記の承認等については、令和元年５月
１日からその申請等が受け付けられる。
(2)　手続委託型輸出物品販売場許可申請書
　　手続委託型輸出物品販売場許可申請書につ
いて、承認免税手続事業者の承認通知書の写
しの添付を要しないこととされた。
　　上記の改正は、平成 31 年４月１日以後に提出
する申請書について適用される（附則 1）。

２　金地金等の密輸に対応するための仕入税額
控除の見直し　

　　金地金等の課税仕入れについて、次の見直し
が行われた（消法 30）。
(1)　仕入税額控除の要件の追加
　　金又は白金の地金の課税仕入れについて、当
該課税仕入れの相手方の本人確認書類（住民
票の写しその他のものをいう）の保存が仕入税額
控除の要件に加えられる。

(2)　密輸品であることを知りながら行う課税仕入れに
係る仕入税額控除の制限
　　事業者が行った課税仕入れに係る資産が、消
費税を納付しないで保税地域から引き取られた課税
貨物に係るものである場合（当該事業者が、当該
消費税が納付されていないことを知っていた場合に
限る）には、仕入税額控除制度が適用できないこ
とになった。
(3)　適用時期
　　上記 (1) の改正は令和元年 10月１日以後に国内
において事業者が行う課税仕入れについて、上記
(2) の改正は平成 31 年４月１日以後に国内において
事業者が行う課税仕入れについて、それぞれ適用
される（附則 25）。

[5]　納税環境整備
１　番号が付された証券口座情報の効率的な利用
に係る措置　
　　個人番号又は法人番号（以下「番号」という）
が付された証券口座に係る顧客の情報を税務上効
率的に利用できるよう次の措置が講じられ、令和２
年４月１日から施行される。
(1)　証券会社等の口座管理機関の対応
　　証券会社等の口座管理機関は、証券口座に係
る顧客の情報を番号により検索することができる状
態で管理しなければならないことになる（通則法 74
の 13の 3）。
(2)　振替機関の対応
　　振替機関は、証券口座に係る顧客の情報を番
号により検索することができる状態で管理しなければ
ならないことになったとともに、調書を提出すべき者
（株式等の発行者又は口座管理機関に限る）から
証券口座に係る顧客の番号その他の情報の提供を
求められたときは、これらの情報を提供するものとさ
れる（通則法 74の 13の 3）。

２　情報照会手続の整備　
　　現在、実務上行われている事業者等に対する任
意の照会について、他の法律（金商法）の例を
踏まえ、事業者等の協力要請規定が整備された（通
則法 74の 7の 2）。
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